
日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国

 
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

 

本
日
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関

す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
下
名
は
、
協
定
の
交
渉
に
お
い

 

て
到
達
し
た
次
の
了
解
を
こ
こ
に
記
録
す
る
。

 

１　

第
一
条
、
第
六
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条

 

両
締
約
国
は
、
「
公
務
」
の
意
味
を
別
途
確
認
す
る
。

 

２　

第
五
条
及
び
第
十
条

こ
れ
ら
の
条
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
道
路
の
使
用
、
航
空
交
通
及
び
船
舶
の
航
行
に
関
す
る
接
受
国

 

の
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
る
。

 

３　

第
十
七
条
４

接
受
国
に
お
い
て
訪
問
部
隊
又
は
文
民
構
成
員
に
雇
用
さ
れ
る
文
民
た
る
労
働
者
は
、
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
も
、
訪



 
問
部
隊
の
構
成
員
又
は
文
民
構
成
員
と
み
な
さ
れ
な
い
。

 

４　

第
二
十
一
条
５
(c)

接
受
国
の
当
局
に
よ
る
訪
問
部
隊
の
構
成
員
又
は
文
民
構
成
員
の
逮
捕
に
つ
い
て
の
通
報
は
、
遅
滞
な
く
（
実
行
可
能
な

 

限
り
当
該
逮
捕
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
）
行
わ
れ
る
。

 

 

二
千
二
十
四
年
七
月
八
日
に
マ
ニ
ラ
で

 

 

日
本
国
の
た
め
に

 

上
川
陽
子

 

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
た
め
に

ギ
ル
ベ
ル
ト
・
テ
オ
ド
ロ


